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研究成果の概要（和文）：　本研究は、中国の台頭、世界の多極化などの21世紀の世界政治の変動を長期の文明
史に位置付け、総体的な世界認識の枠組みを提示することを目指してきた。４年間の学際研究を通じ、（１）前
近代における自己中心的普遍主義を有する文明圏の併存から近代の欧米中心的な主権国家体制の世界的確立とい
う 「文際的視点」から世界史を捉える方法の有効性と限界、（２）欧米中心的認識が地球化する過程における
人々の重層的な帰属意識の変容、その多層的な交錯が検討された。そのことを通じ、「国家」「文明」「アジ
ア」「イスラーム」など実体化されやすい概念を相対化し、「国家・民族・宗教・文明」の「対立」という発想
を克服する途を展望した。

研究成果の概要（英文）：　We have aimed at providing a comprehensive framework to investigate the 
changing realities of the 21th century world such as the resurgence of China as a superpower and the
 multi-polarization of the world, and to appreciate them from a historical perspective of 
civilizations. Through interdisciplinary research, we have explored (1)the relevance and limitations
 of what we call a  "transcivilizational" approach to history to appreciate the fundamental change 
in human history from the co-existence of ego-centric universalistic civilizations to the 
establishment of West-centric sovereign states system in the modern era, and (2) the shift in the 
multi-layered identity of non-European peoples generated in the process of Westernization. By 
critically examining the prevalent concepts such as "nation,""civilization,""Asia," and "Islam," 
which tend to be essentialized, we have sought to overcome the widespread ideas of "conflicts" among
 nations, ethnic (or religious) groups, and civilizations.

研究分野： 国際法
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
（１）21 世紀は、19 世紀後半から全世界を
覆ってきた欧米中心の国際秩序が、かつて欧
米を凌ぐ経済・文化超大国だった中国などの
復活により、大きく揺らぐのではないかと考
えられる。中国（さらにインドも）は欧米列
強による植民地化・半植民地化を被り、低開
発状態に置かれるという屈辱を味わってき
たため、超大国化した場合、欧米先進国への
怨念と前近代に有していた自己の文明的優
越性への自負心から、欧米中心の国際秩序に
挑戦的な態度をとる可能性がある。他方、欧
米は自らの普遍主義的理念への確信とソフ
トパワーの優位性から、勃興しつつある諸国
に潜在する被害者意識に無自覚なまま、これ
らの国々のプライドを深く傷つける行動を
とりかねない。 
（２）研究代表者は 1970-80 年代には日本
の戦争責任、グロティウスを中心とする近代
欧州法思想史の研究を通じて、中国等非欧米
諸国の歴史認識、被害者意識の問題を考える
と同時に、近代欧米の普遍主義的発想を基礎
とする国家中心的な認識枠組みを批判的に
研究してきた。2010 年からは、これらの研
究を踏まえて包括的な形でこのテーマに取
り組むため、上記の関心に応えうる優れた研
究者に呼びかけて共同研究を組織し、同時に、
共同研究者たちと意見を交換し合う学者、法
曹、外交官などを含む、助言と相互批判の国
際的ネットワークも構築した。 
 
２．研究の目的 
国際法・国際政治・東アジア・欧州・イスラ
ーム・南北アメリカ・南アジア・ロシア・宗
教などの領域(主にその歴史・思想史研究)で
優れた業績を挙げている研究者の共同研究
により、以下の 3 点から新たな世界認識の構
築に努める。 
（１）歴史上さまざまな規模で生を営んだ人
間集団を、「国家」「宗教」「言語」「地域世界」
などを基準とする帰属意識（自己認識と他者
認識）の観点から分類し、世界各地に存在し
ていた多様な人間集団(社会)の存在とそれら
の関係を「国家」「文明(圏)」「地域世界」な
どの概念で把握する射程と問題性を検討す
る。近代の歴史認識では、人間集団の基礎単
位を国家に置き、その関係を「国際」関係と
して捉える手法が一般的だったが、本研究は、
そうした国家中心の方法の意義と限界を踏
まえた上で、前近代における自己中心的普遍
主義を有する文明圏(欧州、東アジア等)の併
存から近代の欧米中心的な主権国家体制の
世界的確立という「文際的視点」から捉える
方法の意義と問題性を探る。 
（２）各地域の事例研究の積み重ねから、
人々の自己・他者認識が構築されるメカニズ
ムとそれに基づく各種人間集団間の関係と
その変化の解明を試みる。本研究の一つの眼
目は今日支配的な欧米中心的思考様式を受
け入れた側の世界認識の変容過程を解明す

ることにあるが、本研究はその際同一人の中
に重層的な文化的帰属性が併存するという
見方に立脚して、欧米中心的認識が地球化す
る過程での人々の重層的な帰属意識とその
変容、それらの多層的な交錯のあり方の認識
をめざす。 
（３）中国（さらにインド）の「再」超大国
化（の可能性・蓋然性）を米中覇権「国」の
交代（さらに EU、インドなどを含む諸権力
の併存）というだけでなく、長期の文明史に
位置付け、かつ中印の屈辱的な近代史に由来
する被害者意識にも着目することにより、将
来の国際秩序のあり方に、総体的で現実適合
的な認識枠組みを提示することを目指す。
人々の自己・他者認識の変革は容易ではない
が、「階層」「性」「国」「文化」「宗教」「文明」
等への人々の重層的帰属性の概念によって、
「国家」「文明」「アジア」「イスラーム」な
ど、実体化されやすい概念を相対化し、「国
家・民族・宗教・文明」の「対立」という発
想を克服する途を探ることを目的とする。 
 
３．研究の方法 
当初は共同研究を①総括班、②「地域」検討
班、③近代欧州普遍主義検討班の三班に分け
て班別研究会と全体研究会を開催する予定
だったが、学際的・国際的な共同研究の強み
を生かすため年３回の全体研究会を行うこ
とに変更した。海外メンバーも可及的に全体
研究会に参加し、最終年度は国際シンポジウ
ムを行うという計画は維持して研究メンバ
ー全体の理解の共有との認識の深化を図っ
た。 
 本研究では中国など非欧米・非先進国の
人々が、一方で民主主義、人権等、近代欧米
のもたらした価値を追求すると同時に、他方
で儒教、仏教、ヒンドゥー教などの文明的刻
印を帯び、さらに近現代における欧米の植民
地支配や覇権の下での屈辱という怨念を併
存させている重層的なあり方に着目する。民
族、国民や「個人」概念を絶対化するのでな
く、同一人物が複数の文化に重層的に帰属す
るという見方から、支配／被支配、近代欧米
文明の受容／抵抗、「国家」の対立、「文明」
の衝突という二項対立的認識を超えようと
する。 本研究はこうした人間の重層的文化
帰属性という理解の下に、国際法(史)、国際
関係(史)、各国・ 地域(史)をその植民地支
配関係と植民地内関係を含めて、機能化・相
対化された「地域世界」ないし「文明圏」の
相互関係とその変容という文明史的な観点
から捉えようとする。「文明」に関する議論
は学問的厳密さを欠く通俗的な議論に堕し
やすいが、本研究は各専門分野で高度の研究
業績をあげてきた研究者に参加者を限り、
transcivilizational perspective, 
egocentric universalism 等の分析・説明概
念を具体的に適用し、共同研究者がその射程
と限界を検証することにより、この陥穽を回
避する。さらに研究代表者が確立した各領域



の専門家・実務家からなる国際的なネットワ
ークは、本研究の国際的なレヴューとして研
究の質を保証し、かつ本研究の海外への発信
を媒介する場として位置付けられる。 
 
４．研究成果 
（１）本共同研究は、科研資金を受領前の
2011 年から研究活動を開始しており、2012
年 1月から上述の研究目的と方法について参
加者の共通認識を構築するため、Geyer & 
Bright, “World History in a Global Age”、
羽 田 『 新 し い 世 界 史 へ 』、 Onuma, A 
Transcivilizational Perspective on 
International Law の合評会を行い、共同研
究を遂行するための方法概念をメンバーが
議論した、具体的には、「世界の各地域を同
時代的に比較する『輪切り』」、「世界の各地
域・集団を文明圏として捉え、それらの関係
の理解を目指す『文際的視点』」などの有効
性・射程と限界・問題性について議論を重ね
ると共に、「国家」「法」「社会」「条約」など
の現代の観念を無意識裡に過去に適用する
ことの問題性について研究メンバーの認識
の共有化を図った。 
科研が始まった 2013 年 10 月から 2014 年 3
月 は 、 Buzan & Little, International 
Systems in World History の合評会と 19 世
紀における世界の各地域のあり方を検討し
た。ここでは、上述した「国家」「民族」「国
民」（さらに「国際」）概念によって前近代の
人間集団を叙述・分析することの問題性がメ
ン バ ー に 共 有 さ れ て い た こ と か ら 、
“international system”を超歴史的な国家
間システムとして古代から現代まで妥当す
る方法概念として用いる国際法史・国際関係
史のあり方の問題性が明らかにされた。 
（２）2014 年度は、2014 年 9月、12 月、2015
年 1月に研究会を行い、18世紀と第二次大戦
後の脱植民地化の時期を中心に、東アジア、
イスラーム支配地域、欧州、ユーラシア、ア
フリカなどの諸地域における地域システム
のあり方（東アジアの「華夷秩序」や「イス
ラーム世界」について、はたしてこれを「シ
ステム」と言えるのか、また「イスラーム世
界」が近現代に創造された概念であり、前近
代に適用可能なのか、という問題提起もあっ
た）、人々の世界像、自己・他者認識、諸集
団間の関係などを検討した。 
これは、それぞれの個別地域・国家・諸集団
のあり方を学び合うと共に、世界の諸地域の
国家や地域体系のあり方、人々の世界像や自
他意識などを同時代史的に、いわば「輪切り」
にして比較検討する方法の意義と限界を探
るものでもある。また、2015 年 1月の研究会
では、人々の世界像に大きな影響を与える宗
教についても、「宗教」とその「比較」の意
味、初期仏教の組織論などを検討した。宗教
に関する研究報告（伊達「宗教を並べて語る
枠組みを問う」、佐々木「仏教の組織論」と
それに関する討論）は、近現代史、国家・地

域・国際の政治・法の専門研究者が多数を占
める本共同研究にとって視座の相対化を迫
るものであり、学際的研究の意義を示すもの
だった。 
脱植民地化の時期は、近代世界を特徴付ける
欧米の優位を支えた植民地支配が崩れ、冷戦
と新たな地域秩序の模索の中で多様な選択
肢が存在した時期である。本共同研究では、
アフリカ、インド、英仏植民地、朝鮮と台湾
の事例を検討すると同時に「脱植民地」「植
民地支配」「帝国」などの概念の意味と有用
性・問題性をも検討するため、ソ連の解体、
中国における少数民族への支配の問題（主に
チベット・ウィグル問題）も検討した。さら
に、同時代の「輪切り」の視点の有効性とそ
の限界を考えるため、宗教を軸に世界史を捉
える視点を複数の報告者の報告とそれに対
する質疑、批判を通じて検討した。報告は海
外研究協力者（Zachmann）を含む共同研究者
によるものだったが、アフリカについては非
メンバーの武内進一氏に報告を依頼し、同氏
はその後共同研究メンバーとなった。 
（３）2015 年度は、2013・14 年度の研究を
踏まえて、21 世紀における中国（とインド）
の「台頭」と 21 世紀の国際秩序変容の可能
性を中心に、ラテンアメリカ、近代国際法と
国際政治の関係、近代日本の西洋文明受容に
おける国際法の問題など、学際性を生かした
研究を遂行した。前年度に引き続き、メンバ
ーの報告のほか、外部の研究者を招いて報告
してもらい、本共同研究のメンバーの共通認
識と研究のための方法概念を相対化する試
みをさらに深化させた。 
具体的には、中印の「台頭」に関しては、19
世紀から 21 世紀における中印の位置付けを
両国の内在的視点から検討すると同時に、世
界（国際）システムや文明史の観点からの中
国の位置付けなど、「世界」「国際社会」「国
際システム」の観点からの両国の「台頭」の
理解の深化に努めた。また、本研究会は世界
史のいくつかの段階に着目し、その時期の世
界を「輪切り」にして、世界の各地域に存在
していた地域秩序、その秩序を支えていた価
値観や文化、各地域に住む人々のアイデンテ
ィティの様相を探る手法をとってきたが、こ
の手法の是非を検討し、新たな認識枠組みの
可能性を検討するために、斎藤修氏（日本学
士院会員、経済史）、瀧川裕英氏（立教大学、
法哲学）、安彦一恵氏（滋賀大学、倫理学）、
初見基氏（日本大学、政治思想）を招いて議
論を行った。 
なお、2015 年度には、2013・14 年度に共同
研究に十分参加出来なかった数名のメンバ
ーを、2013 年度に共同研究の発足にあたり研
究の趣旨・目的には大いに関心があるが、大
学での行政事務などの諸事情から参加出来
なかった数名の学者と入れ替え、学際的・国
際的・文際的共同研究としての本研究のさら
なる深化を図った。2015 年度から参加したメ
ンバーは、2013 年度以来の研究活動の記録も



把握しており、研究会への参加度も報告・討
論への貢献度も高く、充実した報告を行った
外部講師と共に、本共同研究に大きな成果を
もたらしたと考える。 
（４）最終年度の 2016 年度は、以上の研究
の成果を踏まえて３回の研究会と１回の国
際シンポジウムを行い、研究目的に照らして
大きな成果を上げることが出来た。 
研究会では、まず 7月に研究代表大沼と、大
沼に協力して4年間の共同研究を支えてきた
シニアメンバーの木畑、渡辺が、本共同研究
の基本的な認識枠組みにかかわる報告を行
い、さらに酒井啓子氏（千葉大学、イスラー
ム研究）、秋田茂氏（大阪大学、グローバル
ヒストリー）、矢澤修次郎氏（成城大学、社
会学）が外部講師として報告を行って、過去
3 年間の研究会の成果を再検討し、新たな世
界史の叙述のあり方を探る方向付けを行っ
た。さらに11月と2017年1月の研究会では、
19－21 世紀の東アジア、米国、地中海、欧州、
インド、ユーラシア、アフリカ、オスマン帝
国などの諸地域・国家について、普遍性、普
遍主義、コスモポリタニズム、帝国支配と再
編、デモクラシー、国際法（学）、広域秩序
論、地政学など、多様な観点から研究会メン
バーが本共同研究の共通枠組みを意識しつ
つ、具体的なテーマについて報告を行った。 
これらの中でとくに共同研究メンバーの関
心を引き、本研究の成果の一つとして共有さ
れたのは、今日の「宗派」「カースト」とい
った帰属集団への帰属意識は前近代におい
てはイスラーム・地中海・インドなどの諸地
域において必ずしも今日ほど強固なもので
なく、欧州の植民地支配において支配行政の
観点から種々の「宗派」「カースト」「民族」
などの分類が行われ、そうした人為的な分類
が定着し、被治者の意識に浸透することによ
り、相互排他的な帰属意識として「宗派」「カ
ースト」「民族」間の対立を生む原因となっ
た、という事実である。これはこれまでの研
究でも個々的な国家内集団について論議さ
れ、一定程度論証されているが、本共同研究
は、その広範な学際性を生かして、そうした
事実が近代植民地支配の結果としてかなり
広範に見られることを示すことができた。 
4 年間の共同研究の最後を締めくくる意味を
持った国際シンポジウムは、本共同研究の基
本枠組みの一つである「文際的視点」に立脚
し た 研 究 代 表 の 国 際 法 教 科 書 
International Law in a 
Transcivilizational World がケンブリッジ
大学出版局から 2017 年 2 月に出版されたた
め、その出版記念を兼ねて 3 月に行われた。
このシンポジウムには、J. Crawford 国際司
法裁判所判事、M. Reisman イェール大教授、
李・ソウル大教授、易・北京大准教授など、
世界を代表する国際法学者・実務家、A. 
Hurrel オックスフォード大教授、篠田・東
京外語大教授などの国際政治学者、長尾・東
大名誉教授などの法哲学者、M. Zachmann ベ

ルリン自由大教授などの東アジア研究者が
事前に報告原稿を提出し、本共同研究の（３）
の目的を、（１）（２）の目的と本共同研究の
方法を意識して存分に論じ合った。本シンポ
ジウムは、世界の国際法・国際政治・歴史学
者、地域研究者から注目を集めており、すで
に American Journal of International Law 
などの主要な国際法雑誌が International 
Law in a Transcivilizational World の書評、
書評論文、複数の書評者による誌上シンポジ
ウムなどを企画している。このことは、「研
究開始当初の背景」に述べた、共同研究者た
ちと意見を交換し合う 学者、法曹、外交官
などを含む、助言と相互批判の国際的ネット
ワークが有効に機能したことを物語るもの
であり、日本からの研究成果の発信という重
要な意味を持つことができたのではないか
と思われる。 
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